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雇用契約書 

（ベトナム人看護師又はベトナム人介護福祉士用） 
 
次の雇用主および就労者が署名する以下の雇用契約は、就労者の在留資格が EPA 看護

師もしくは EPA 介護福祉士へ変更許可された日より効力を生じるものとする。 
 
X．雇用主 

雇用主の名称 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
連絡先氏名、電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
就労予定施設の名称 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
就労予定施設の住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
Y．就労者 

就労者の氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
ベトナム社会主義共和国における住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
生年月日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
旅券番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
旅券発行日及び発行地 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
１ 雇用契約の期間 就労開始日： 

有（期間：    ）・無 
２ 就業の場所 上記就労予定施設内 
３ 業務内容 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
４ 賃金 
 （１）基本賃金（基本給額） （月給・日給・時給） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（２）諸手当の額及び計算方法（１１と１２を除く） 

①（   手当    円 ／計算方法及び備考：         ） 

②（   手当    円 ／計算方法及び備考：         ） 

③（   手当    円 ／計算方法及び備考：         ） 

④（   手当    円 ／計算方法及び備考：         ） 

⑤（   手当    円 ／計算方法及び備考：         ） 

⑥（   手当    円 ／計算方法及び備考：         ） 

⑦（   手当    円 ／計算方法及び備考：         ） 

５ 所定労働日における所定時間外労働に対する割増賃金率 
所定時間外労働の有無 （ 有 ・ 無 ） 

A．（１）～（３）のうち最も高い割増賃金率が適用される。 

B．その他（                     ） 

（１）月の労働時間に対する割増賃金率 



 ii 

（法定超・所定超）が月（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 

（法定超・所定超）が月（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 

（法定超・所定超）が月（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 

（法定超・所定超）が月（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 

（２）週の労働時間に対する割増賃金率 

（法定超・所定超）が週（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 

（法定超・所定超）が週（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 

（３）日の労働時間に対する割増賃金率 

（法定超・所定超）が日（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 

（法定超・所定超）が日（  ）時間～（  ）時間 ＿＿＿% 
６ 休日労働に対する割増賃金率 

（１）法定休日＿＿＿% 
（２）法定外休日  % 

７ 深夜労働に対する割増賃金率 ＿＿＿% 
 ※深夜労働とは、A．午後１０時から午前５時をいう。 
         B．その他（          ） 

※この割増率は、５が適用される時間については、 
A．５の割増率と７の割増率を合算する。 
B．その他（               ） 

 ※この割増率は、６が適用される時間については、 
A．６の割増率と７の割増率を合算する。 
B．その他（               ） 

８ 賃金の締切日、支払日、支払方法 
 （１）賃金締切日：（毎月  日・その他（    ）） 

（２）賃金支払日：（当月・翌月）の毎月  日・その他（  ）） 
（３）賃金の支払方法（               ） 

９ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ， 有（  ）） 

 注釈：その他社会保険料など法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を

控除して支払うことがある。 

１０ 昇給（有・無） 

時期： 

金額： 

その他： 

１１ 賞与 （ 有 、 無 ） 
   時期： 
   金額： 
   その他： 
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１２ 退職金（有・無） 

時期： 

金額： 

その他： 

１３ 労働時間、休憩 
（１）始業及び終業の時刻 

  A. 定刻の場合 

  始業時刻 ＿＿＿時＿＿＿分  終業時刻 ＿＿＿時＿＿＿分 
  B. 変形労働時間制又は交替制の場合 

（（1 週・1 ヶ月・1 年）単位の変形労働時間制・交替制）として次の勤務時間

の組合せによる 

始業時刻 終業時刻 適用日 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  備考： 
  （２）休憩時間 （＿＿＿）分 備考（         ） 
１４ 休暇 
 （１）年次有給休暇 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

継続勤務月数 付与日数 

      日 

 さらに   日を追加 

 さらに   日を追加 

 さらに   日を追加 

 さらに   日を追加 

 さらに   日を追加 

 さらに   日を追加 

備考（                 ） 

時間単位年休 （ 有 ・ 無 ） 

 （２）代替休暇 （ 有 ・ 無 ） 

 （３）その他の休暇：有給＿＿＿＿＿ 
：無給＿＿＿＿＿ 
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１５ 休日 
 （１）定例日の場合：毎週＿＿＿曜日、国民の祝日、その他（＿＿＿） 

 （２）非定例日の場合：（（＿週・月）当たり）＿＿＿日、その他（＿＿＿） 

 （３）1 年単位の変形労働時間制の場合：年間（＿＿＿日） 

備考： 

１６ 社会保険・労働保険 
雇用主は、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用があるこ

とを確保するものとする。 
１７ 災害補償 
 （１）雇用主は、日本国の法令に従い、業務に起因する疾病又は負傷に対する補償の

義務を負担するものとする。 
 （２）法定外の災害補償に関する事項： 
１８ 試用期間 （ 有 ・ 無 ） 

有りの場合の内容（                           ） 
１９ 給与の額 

報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とする。月給制の場合に

は、各月の基本給は、当該月の所定労働日数又は所定労働時間数に応じては変動させ

ないものとする。なお、少なくとも、実労働時間が法定労働時間を超えて労働させた

場合又は労働が深夜に労働させた場合には、雇用主は、法定以上で事業場所定の割増

賃金を支払うものとする。 
２０ 事故、重大な疾病又は死亡時の処置 

就労者の事故、重大な疾病又は死亡の場合、雇用主は、在日ベトナム社会主義共和

国大使館に連絡するものとし、死亡の際には、死亡者の遺体及び遺品をベトナム社会

主義共和国に返送する費用を負担するものとする。遺体の返送が不可能な場合には、

就労者の近親者又は在日ベトナム社会主義共和国大使館の事前の許可により、遺体を

処理することができる。 
２１ 就労者の個人情報の提供 

（１）就労者は、在留管理等の目的で、自らの個人情報が関係行政機関、受入れ機関

その他の関連機関に提供されることに同意する。 
（２）就労者は、雇用主が関係の法務省告示や厚生労働省告示に基づく報告を適切に

行えるよう、在留資格の変更の許可を受けた場合におけるその旨、在留期限その他

の必要な情報を雇用主に提供するものとする。 
２２ 退職に関する事項 
 A 期間の定めのある雇用の場合 

（１）雇用主による終了 
雇用主は、やむを得ない事由がある場合でなければ、期間が満了するまでの間

において、本契約を終了させることができない。 
雇用主が契約の期間中に契約を終了しようとする場合においては、就業規則そ

の他のものに定めがあるときはそれによるほか、少なくとも３０日前にその予告

を行うか、その代わりとして３０日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
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ただし、天変事変その他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能になっ

た場合又は就労者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この

限りではない。 
   備考： 

（２）就労者による終了 
就労者は、やむを得ない事由があるときは、期間が満了するまでの間において、

本契約を終了させることができる。本契約の開始時より１年が経過した後には、就

労者はやむを得ない事由がなくても本契約を終了させることができる。 
 B 期間の定めのない雇用の場合 

（１）雇用主による終了 
雇用主は、次に掲げる理由により、本契約を終了させようとする場合は、少な

くとも３０日前に予告を行うか、又は予告に代えて平均賃金の３０日分以上の解

雇予告手当を支払わなければならない。ただし、天変事変その他のやむを得ない

事由のために事業の継続が不可能になった場合又は雇用主が日本国の法令に基づ

き関係行政機関の認定を得た後に就労者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場

合においては、この限りではない。 
① （                                ） 
② （                                ） 
③ （                                ） 
④ （                                ） 
⑤ （                                ） 
備考： 

（２）就労者による終了 
就労者は雇用主に対して（   ）日前に申し入れることによって正当な理由が

なくても本契約を終了させることができる。就労者は雇用主による本契約の条件違

反があった場合にも本契約を終了させることができる。 
  備考： 
（３）疾病による終了 

両当事者は就労者の業務に関わらない疾病又は負傷を理由として本契約を終了さ

せることができる。雇用主の側からこれを行う場合は、少なくとも３０日以上前の

予告が必要である。 
（４）その他 

（                                 ） 
２３ 日本国の法令及び就労施設の規則の遵守 

就労者は、就労施設の規則及び日本国の法令を遵守するものとし、かつ日本国の慣

習及び伝統を尊重するものとする。 
２４ 紛争処理 

就労者の雇用契約に関する苦情は、当事者のいずれかが希望する場合であって、か

つ、利用可能な場合には、日本国の紛争処理機関（裁判所又は都道府県労働局）に付

託されるものとする。また、雇用地の最寄りのベトナム社会主義共和国大使館又は総
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領事館の労働書記官又は権限のある代表者の参加により友好的に解決することもでき

る。 
２５ 準拠法 

この契約の準拠法は日本国の法令とする。 
２６ 更新の有無（期間の定めのある雇用の場合） 
 （１）契約の更新の有無 
   （                                  ） 
 （２）契約の更新は次により判断する。 
   （                                  ） 
２７ その他 
 （１）労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 
 （                             ） 
 （２）安全及び衛生に関する事項 

（                             ） 
 （３）職業訓練に関する事項 

（                             ） 
 （４）業務外の傷病扶助に関する事項 
 （                             ） 
 （５）表彰及び制裁に関する事項 
 （                             ） 
 （６）休職に関する事項 
 （                             ） 
 （７）その他 
 （                             ） 

 
 
上記の証拠として、雇用主及び就労者は本契約に署名した。 
 
 

 

 

 

  

 

 

就労者  雇用主 

署名日：  署名日： 

署名地：  署名地： 

 


